
3 30・９・１

噂をたてられ
名誉や信用を失った

法律相談
（弁護士・３０分）

《夫婦・家庭内の問題、相続・金
銭・契約・賠償などの法律問題》

毎月第１～４水曜日
午後１時～４時30分

年金・労働相談
（社会保険労務士・４０分）

《年金、社会保険、労働問題》
毎月第２水曜日

午前9時30分～11時30分

行政苦情相談
（行政相談委員・３０分）

《国・地方公共団体・特殊法人・
公団・公社などに対する要望・苦情》

毎月第３水曜日
午後１時～３時

交通事故相談
（弁護士・５０分）

《示談の進め方、賠償額の算出など》
毎月第４水曜日

午後１時～３時30分

登記（相続・遺言）相談
（司法書士・３０分）

《所有権移転登記、相続、贈与、
遺言、成年後見》
毎月第２水曜日

午後１時～３時30分

税務相談
（税理士・４０分）

《相続税、贈与税、所得税、事業
税など》

毎月第３水曜日
午前9時30分～11時30分

相続・暮らしの手続相談
（行政書士・４０分）

《相続手続、遺言書・許認可申請
書類作成など》
毎月第３水曜日

午前9時30分～11時30分

土地建物登記（表示）・測量相談
(土地家屋調査士・４０分）

《土地の境界、表題登記、分筆など》
毎月第１水曜日

午前9時30分～11時30分

人権身の上相談
（人権擁護委員・４０分）

《暴力、虐待、差別、名誉棄損、
日常生活での心配事など》

毎月第１水曜日
午後１時～３時

不動産取引相談
（宅地建物取引士・３０分）

《土地・建物の売買、賃貸契約》
毎月第１木曜日
午後１時～３時

　日常におけるさまざまな問題について、専門の相談員が内容
を整理し、解決に向けた情報提供・助言・アドバイスを行います。
対象　市内在住・在勤・在学の方
場所　生涯学習センター
※詳しい日程などは市報毎月１５日号をご覧ください。
申込み・問合せ　相談月の前月１５日（１５日が土・日曜日、祝日
の場合は翌開庁日）午前8時30分から直接窓口または電話で秘
書広報課広報広聴係☎042・497・１808へ

突然解雇された 不動産登記の名義
変更の方法は？

相続税・贈与税に
ついて相談したい

示談の進め方がわからない

預金・保険・株式などの
相続手続きがわからない

まちなかを車椅子でも通行
できるようにしてほしい

年金について知りたい

借金を相続
したくない

配偶者控除のことを
教えてほしい

過失度合いに
納得できない まだ治っていな

いのに症状固定
と言われた

遺産分割協議書の
作成はどうしたらいいか

わかりづらい道路標識を
改善してほしい

遺族年金
もらえる額は？

数年前に亡くなった家族所有
の不動産や財産が見つかった

自営業にはどんな税金
がかかるのか知りたい

慰謝料の目安は？

相続の手続き・遺言書
の準備がしたい

官公庁の手続きが
わかりにくい…

残業代が
支払われない

生前贈与に
ついて知りたい

退職金にも
税金がかかるか

交通事故の被害者・加害者に
なってしまった

認知症になった後
のことが心配

もっと利用しやすい
　　老人福祉施設を！

土地購入時の注意点は？

土地を貸したい

借地上の建物は売却可能か

親子間での不動産売買の
価格の決め方と手続きは？

アパートの賃貸契約
について教えて欲しい

パワハラ・セクハラに
ついて相談したい

家族から暴力を
受けている…

障害などのために
差別待遇を受けた

体罰やいじめを受けた

高齢者や子どもが
虐待されているようだ

　市民相談は個室で
行われ、相談内容や
相談者の個人情報が
外部に漏れることは
ありません。

◆同じ内容での相談は３回まで、同じ種類の相談は１人１か月１回
　まで予約できます
◆相談員の指名はできません。また、担当した相談員に市を介して
　仕事を依頼することはできません
◆担当した相談員による受任や仲介・あっ旋は一切行いません
◆相談中の録音はご遠慮ください

※（　）内は相談員・１回の相談時間。

安 心 してご 利 用くだ さ い！

市 民 相 談 の 注 意 事 項

問題をかかえているけれど、どの相談に行けばいいの？

問 題 の 解 決 を 目 指 し て …！

市 民 相 談

職種　①司書②学童クラブ指導員
資格・人数　①司書資格を有する方②保
育士証または教員免許を有する方、もし
くは2年以上児童福祉事業に従事（常勤
職員に準じた勤務）したことがある方・
いずれも若干名
募集要項　9月３日㈪～１１日㈫の平日午
前8時30分～午後5時に職員課で配布
（市ホームページからもダウンロード可）
申込み・問合せ　9月１１日（必着）まで
に所定の用紙に必要事項を記入し、資格
証明などの写しを添えて直接窓口（土・
日曜日を除く）または郵送で職員課職員
係☎042・497・１843へ

　9月１8日㈫・
2５日㈫のびん・
かん収集は通常
どおり行いま
す。
収集地区　いず
れも下宿・旭が
丘・中里四～六
丁目
問合せ　ごみ減
量推進課☎042
・493・37５0

嘱 託 員 募 集
9月のびん
・かん収集

ノルディックウォーキング
　運動の効率が高いスポーツとして子どもか
ら高齢者まで注目を集めるノルディックウォ
ーキングを始めてみませんか。
対象　市内在住の方。先着30人（初めて参加
する方優先）
日時　１0月４日㈭・22日㈪、１１月5日㈪午後
３時～４時30分（受け付けは午後2時30分～）
場所　国立看護大学校（梅園一丁目）及びそ
の周辺
講師　日本ノルディックウォーキング協会講師
持ち物　飲み物・汗拭きタオル・ノルディッ
クウォーキング用ポール（お持ちでない方は
無料貸し出しあり）・動きやすい服装
申込み・問合せ　9月１日から電話で健康推
進課成人保健係☎042・497・207６へ

　5月3１日付で送付した「平
成30年度児童手当・特例給付
現況届」をまだ提出していな
い、添付資料に不足がある方
は提出期日までにご提出くだ
さい。期日までに提出されな
い場合は、１0月の定例給付（6
月～9月分の手当）を１0月１５
日㈪に受け取ることができな
くなります。
提出期限　9月１4日㈮（必着）
問合せ　子育て支援課助成係
☎042・497・2088

離婚したい
夫の借金は妻にも
請求されるの？

自己破産の手続き方法は？

認知症の母は
遺言書を作成できる？

隣地との境界がわからない…

新築・増築の登記
の手続きは？

土地の一部を売りたい

何十年も登記簿が
変更されないままに…

児童手当・特例給付現況届の
提出は9月1４日㈮まで

法
律
相
談
の
イ
メ
ー
ジ

振り込め詐欺の被害
にあってしまった

親が訪問販売の悪質な
被害を受けている

（ 司 書・ 学 童 ク ラ ブ 指 導 員 ）


